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第２部　環境の状況及び保全・創出に関して実施した施策
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もあり、県内には128か所の急速充電器が整備された。
これらの位置情報については、GIS を活用し「EV・PHV
急速充電器マップ」として、県HP上に公開している。 

 (3) 資金融資制度＜商業・金融課＞【再掲】 
 地球環境の保全、改善を図るための施設設備の整備
を行う中小企業・組合に対して、県制度融資の新エネ
ルギー等支援資金により支援を行った。 
 平成26年度の新規融資は83件であった。 

 (4) 建築物の省エネ措置の促進＜建築指導課＞ 
 一定規模以上の建築物の新築、増築、改築、設備改修
等の際に必要な「省エネ法」に基づく届出について、ホ
ームページ等を用いて情報提供を行うと共に、建築確認
申請窓口等で啓発を行った。[平成26年度届出件数（本
県受理分）：263件] 

 (5) 低炭素法に基づく低炭素建築物新築等認定制度の
促進＜建築指導課＞ 

 平成 24 年に公布・施行された「低炭素法」（都市の
低炭素化の促進に関する法律）に基づく建築物の認定に
ついて、ホームページ等を用いて情報提供及び啓発を行
った。[平成26年度申請件数（本県受理分）：6件] 

 (6) 省エネルギー型ライフスタイルの推進＜環境管
理課＞ 
 夏のエコスタイルキャンペーンとして、クールビズ等
を呼びかけ省エネルギー型ライフスタイルを推進した。 
 夏季の節電対策として、本県職員においては、上着非
着用、ノーネクタイの軽装に加え、ポロシャツ、チノパ
ン、スニーカー等も着用可とする「ぎふ清流クールビズ」
に取組んだ。 

 (7) 事業者としての岐阜県の取組み＜環境管理課＞ 
 県では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20
条の３で策定が求められている地方公共団体実行計画
として「岐阜県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」
を平成23年８月に策定するなど、事業者として省エネル
ギー及び新エネルギー導入に率先して取り組んでいる。 
 事務事業の実施に当たっては、この実行計画の方針に
基づき環境マネジメントシステムとして ISO14001 を採
用し、温室効果ガス排出抑制をはじめとする環境配慮の
取組を実施している。 
 
 第３節 森林資源を活用した吸収源対策の推進  
１ 間伐の推進 
 (1) 計画的な間伐の推進＜森林整備課＞ 
 主に公益的機能が低下し早急に間伐が必要な森林な
どを含め、8,605haの間伐を実施した。 
 国の補助では原則として木材生産を推進すべき森林
の間伐を推進し、立地条件が厳しい森林や重要な水源林
や渓畔林など特に環境保全を重視する森林では、「清流
の国ぎふ森林・環境税」を活用して適切に整備を進める。 

 (2) 利用間伐の促進＜森林整備課＞ 
 収益を見込むことができる森林については、間伐した
木材を搬出して利用する「利用間伐」を進めた。 
 県内では、伐り捨てを主体とした間伐から利用間伐へ
の移行が進みつつあるが、その取り組みは地域によって
差が生じている。低コストな作業システムを確立し普及
するため、今後も引き続き、事業地の集約化や林内路網
の整備、高性能林業機械の導入、人材の育成等を進め、
「森林経営計画」の策定とその確実な実行を通じた計画
的かつ効率的な利用間伐を支援する。 

 (3) 間伐材の利用促進＜県産材流通課＞ 
 直材や曲がり材など間伐材の品質に応じた加工体制
の整備を進めるとともに、住宅、公共施設における県産
材製品、木質バイオマスとしての利用を促進した。 

 (4) Ｊ-ＶＥＲ制度を活用した取組の推進＜恵みの森づ
くり推進課・環境管理課＞ 

 Ｊ-ＶＥＲは、カーボン・オフセットに用いられるク

レジットのひとつであり、国内で実施される木質バイオ
マスエネルギーの利用や森林整備、間伐などのプロジェ
クトが、温室効果ガスの排出を削減・吸収するものであ
ることを国（環境省）が認め（プロジェクト登録）、排
出削減・吸収された温室効果ガスの量に応じてクレジッ
ト（Ｊ-ＶＥＲ）が認証・発行される。環境省により平
成20年 11月に制度化された。 
 本県においても、Ｊ-ＶＥＲ制度を活用した取組が進
められており、県内の森林関連プロジェクトでは、９団
体で 69,565ｔ－ＣＯ２分の温室効果ガスを吸収するＪ-

ＶＥＲが認証されている。（平成26年５月現在） 
 平成 25 年４月からは、Ｊ－ＶＥＲ制度と国内クレジ
ット制度が発展的に統合され、Ｊ－クレジット制度とし
て運用されている。 
 

２ 企業との協働による森づくりの推進＜恵みの森づく
り推進課＞ 

 (1) 企業との協働による森づくりの推進 
 「岐阜県森林づくり基本計画」に掲げる県民協働によ
る森林づくりプロジェクトのひとつとして、「企業等と
の協働による森林づくりの推進」を位置づけ、平成 19
年４月から、企業、市町村、県、地域住民等との協働に
よる生きた森林づくりに取り組み、平成 27 年３月末ま
でに17件の協定が締結されている。 
 また、平成20年７月15日には「岐阜県地球環境の保
全のための森林づくり条例」を施行し、事業者が県内の
森林を対象とした森林整備活動を実施することによっ
て生じた二酸化炭素吸収量について、事業者の排出する
二酸化炭素量から相殺できる二酸化炭素吸収量として
認定を行い、県内の森林整備活動の促進に努めている。 
 
 第４節 関連産業の育成支援  
１ 新エネルギー関連産業の育成支援＜新産業振興課＞ 
 (1) 地域の再生可能エネルギー活用支援 
 地域の特性を活かした再生可能エネルギーの導入に
向けての研究会等の活動に対する支援を行い、地産地消
型のエネルギー利用に繋げ、地域の付加価値の創出や地
域の活性化を図った。地熱・地中熱・小水力発電につい
ての研究・啓蒙活動、また地域のエネルギービジョンの
策定等の支援を行った。 

 (2) 次世代自動車関連産業の育成支援 
 電気自動車およびプラグインハイブリッド車の普及促
進や関連産業の育成に向けた取組を行うため、平成23年
度に産官学連携により「岐阜県次世代自動車推進協議会」
を設立した。平成24年度は年２回の総会開催に加えて、
啓発活動として関連産業をテーマとしたセミナーや先進
事例見学バスツアー、スタンプラリー等の活動を行った。 
 また、平成25年度は「岐阜県次世代自動車推進協議会」
の意見を参考に、岐阜県内全域が次世代自動車の行動範
囲となるよう充電インフラのネットワークの早期確立
を目指して「岐阜県充電インフラ整備計画」を策定した。 

 (3) 次世代住宅関連産業の育成支援 
 平成 23 年３月に策定した岐阜県次世代エネルギービ
ジョンでは、高断熱化をはじめとする省エネ対策、並び
にエネルギーを地産地消する次世代エネルギーインフ
ラを住宅等に積極的に導入する目標を掲げている。 
 この目標を達成するため、平成24年度は家庭版 ESCO
導入可能性調査事業を行ったほか、平成 25 年３月に各
種取組の推進母体となる「岐阜県次世代住宅普及促進協
議会」を設立し、平成 25 年６月に「ぎふ次世代住宅導
入ガイドライン」を策定した。協議会事業として平成25
年度は研究会３回、人材育成 16 回（次世代住宅塾）、
ビジネスマッチング１回（次世代住宅産業展示会）、普
及啓発事業１回（次世代住宅シンポジウム）を実施した。 
 


